
明
太
祀
六
諭
の
傳
承
に
つ
い
て

曾
　
　
我
　
　
部
　
　
静
　
　
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
取
扱
ふ
税
役
の
種
類
と
か
、
そ
の
賦
課
の
方
法
に
は
、
…
幾
多
の
攣
遷

　
　
　
　
　
　
　
　
脚
　
明
初
の
里
甲
制
度
一
般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
あ
つ
た
。

　
　
　
明
で
は
國
家
行
政
機
關
の
末
端
組
織
と
し
て
里
甲
制
度
が
行
は
れ
　
　
　
こ
の
里
長
甲
首
の
外
に
、
所
に
よ
つ
て
は
別
に
糧
長
が
設
け
ら
れ
　
【

　
　
た
。
こ
れ
は
税
役
を
賦
課
す
る
目
的
か
ら
行
は
れ
た
も
の
で
、
税
役
　
　
て
催
糧
と
漕
運
と
に
從
ひ
、
又
一
般
に
里
甲
老
人
と
禾
鐸
老
人
と
が
　
2
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負
担
の
能
力
あ
る
戸
百
＋
家
を
以
三
里
と
し
・
そ
の
中
で
丁
男
数
設
け
ら
れ
て
ゐ
た
・
あ
爾
老
人
は
主
と
し
て
里
甲
内
の
教
化
防
犯
「

　
　
も
多
く
納
糧
額
も
多
い
も
の
十
戸
を
以
て
里
長
戸
と
し
て
百
十
戸
の
　
　
方
面
の
事
務
を
櫓
當
し
て
ゐ
た
。

　
　
申
か
ら
除
き
、
残
り
の
百
戸
を
十
の
甲
に
分
つ
の
で
あ
る
。
里
長
に
　
　
　
以
上
が
明
初
に
於
け
る
里
甲
制
度
の
大
要
で
あ
る
。

　
　
は
里
長
戸
が
一
年
交
代
で
就
任
し
て
＋
年
で
一
巡
し
、
又
各
甲
に
は
　
　
　
二
明
初
の
防
犯
教
化
瀦

　
　
甲
首
が
各
甲
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
。
こ
の
里
長
の
任
務
は
、
一
里
内

　
　
の
各
甲
首
を
率
ゐ
て
税
役
を
催
課
し
逸
り
、
そ
れ
以
外
の
U
般
の
公
　
　
　
明
初
の
里
甲
に
於
け
る
防
犯
教
化
の
機
關
と
し
て
、
先
づ
第
一
に

　
　
務
を
処
理
す
る
の
で
あ
つ
て
、
里
甲
に
於
け
る
役
員
の
根
幹
を
な
す
　
　
塁
ぐ
べ
き
は
郷
飲
酒
の
禮
で
あ
る
。
こ
の
禮
制
は
儀
禮
の
郷
飲
酒
禮

　
　
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
里
甲
制
度
及
び
こ
れ
が
役
員
で
あ
る
里
長
甲
　
　
篇
に
見
え
て
ゐ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
式
場
の
設
備
と
か
、
又
儀
式

謝
首
制
度
は
、
明
末
ま
で
存
綾
し
て
攣
る
所
が
な
か
つ
た
が
、
彼
等
が
　
の
欝
や
箋
の
次
第
な
ど
を
詳
述
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
す
、
何
の
た



謝
　
め
に
か
か
る
禮
を
行
ふ
か
に
つ
い
て
は
少
し
も
述
べ
て
ゐ
な
い
。
た
　
　
せ
て
、
こ
れ
を
糾
戒
し
た
り
、
或
は
叉
毎
年
＋
二
月
に
行
は
れ
る
鬼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
さ
い

　
　
だ
こ
の
篇
に
封
す
る
後
漢
の
鄭
玄
の
註
に
よ
る
と
、
周
代
に
は
郷
　
　
神
を
も
と
め
て
祭
祀
す
る
蛸
祭
の
時
に
は
、
民
衆
を
學
校
に
集
め
て

　
　
（
唱
萬
二
千
五
百
家
）
に
於
い
て
は
、
三
年
目
ご
と
に
そ
の
郷
内
の
賢
　
　
飲
酒
し
、
以
て
薗
位
を
正
す
こ
と
を
行
つ
た
と
あ
る
。
後
世
の
長
幼

　
　
者
能
者
を
天
子
や
諸
侯
に
薦
め
る
が
・
そ
の
推
薦
に
際
し
て
は
郷
大
　
　
の
序
を
正
す
た
め
の
郷
飲
酒
の
禮
は
・
実
に
周
禮
の
と
の
あ
麗
賦
民
護
レ

　
　
夫
が
主
人
と
な
つ
て
、
こ
れ
等
被
推
薦
者
の
た
め
に
宴
を
催
ず
の
で
　
　
法
と
、
錯
祭
に
於
け
る
歯
位
を
正
す
飲
酒
の
禮
と
か
ら
な
り
、
郷
村

　
　
あ
り
、
そ
の
宴
の
こ
と
を
郷
飲
酒
と
稻
す
と
読
明
し
て
ゐ
る
。
　
　
　
　
に
於
け
る
防
犯
教
化
の
行
事
と
な
る
の
で
あ
つ
た
。

　
　
　
こ
の
読
明
に
よ
る
と
、
儀
禮
に
於
け
る
こ
の
禮
は
、
貢
士
制
度
、
　
　
　
明
で
は
太
組
洪
武
五
年
（
コ
ニ
七
二
）
四
月
戊
戌
に
、
こ
の
長
幼

　
　
即
ち
選
學
制
度
に
於
け
る
一
行
事
に
過
ぎ
す
、
鄭
玄
の
こ
の
所
の
註
　
　
の
序
を
正
す
た
め
の
郷
飲
酒
の
禮
制
が
獲
布
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い

　
　
に
も
、
「
こ
の
篇
に
は
歯
位
を
正
す
の
之
と
な
し
」
と
述
べ
て
ゐ
る
。
　
て
は
太
組
洪
武
實
馨
七
＋
三
に
詳
し
く
述
づ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
更
噛

　
　
後
世
の
選
學
制
度
の
郷
飲
酒
の
禮
は
、
こ
れ
よ
り
起
る
の
で
あ
つ
た
。
　
に
詳
し
く
は
明
の
光
宗
の
時
に
官
修
さ
れ
た
る
禮
部
志
稿
巻
二
十
四
　
2
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然
る
に
周
禮
地
官
司
徒
篇
の
窯
正
の
職
掌
に
は
・
　
－
　
　
　
　
　
’
　
　
に
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
明
の
郷
飲
酒
の
禮
の
性
格
は
・
實
録
に
は
・
　
　
「

　
　
　
黛
正
は
各
そ
の
黛
（
五
百
家
）
の
政
令
教
治
を
掌
り
、
四
時
の
孟
　
　
　
上
（
太
租
）
は
海
内
が
曇
安
せ
る
を
以
て
、
民
俗
を
化
し
て
以
て

　
　
　
　
　
　
　
い
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
つ

　
　
　
月
吉
日
に
及
つ
て
は
、
則
ち
民
を
属
め
て
邦
法
を
讃
み
、
以
て
こ
　
　
　
古
に
復
せ
ん
と
思
ひ
、
乃
ち
有
司
に
詔
し
て
郷
飲
を
奉
行
せ
し
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
え
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と
　
　
　
し

　
　
　
れ
を
糾
戒
す
。
春
秋
の
祭
榮
も
亦
か
く
の
如
し
。
國
が
鬼
神
を
索
　
　
　
こ
こ
に
お
い
て
禮
部
は
奏
し
て
儀
禮
及
び
唐
宋
の
制
を
取
り
、
’
又

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
つ

　
　
　
め
て
祭
祀
す
れ
ば
、
則
ち
禮
を
以
て
民
を
属
め
、
序
に
飲
酒
し
て
　
　
　
周
官
の
屡
レ
民
讃
ン
法
の
旨
を
采
つ
て
、
そ
の
儀
を
参
定
す
。

　
　
　
以
て
歯
位
を
正
す
。
（
下
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
言
ひ
、
又
禮
部
志
稿
に
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
と
あ
つ
て
、
五
百
家
か
ら
成
つ
て
ゐ
る
窯
で
は
、
黛
の
長
で
あ
る
黛
　
　
’
洪
武
の
初
、
中
書
省
に
詔
し
て
、
郷
飲
酒
の
禮
の
條
式
を
詳
定
せ

　
　
正
が
、
四
季
の
初
め
の
月
で
あ
る
正
月
．
四
月
．
七
月
．
十
月
の
吉
　
　
　
し
め
、
民
を
し
て
歳
時
の
燕
會
に
は
、
禮
を
習
ひ
律
を
護
み
、
朝

　
　
目
や
、
春
秋
の
祭
禮
の
節
に
は
、
民
衆
を
集
め
て
國
法
を
讃
み
諜
か
　
　
　
廷
の
法
を
申
明
し
、
長
幼
の
節
を
敦
救
す
る
を
期
せ
し
め
西
途
に



　
　
　
・
定
制
と
な
せ
り
と
蚤
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
た
。

　
　
と
あ
る
如
く
、
周
禮
の
制
度
に
従
つ
て
の
郷
村
に
於
け
る
秩
序
節
義
　
　
　
律
令
を
普
及
せ
し
め
、
民
衆
に
修
身
塵
世
訓
を
教
へ
る
こ
と
は
、

　
　
の
奨
働
と
、
國
法
の
理
解
普
及
と
を
計
る
行
事
で
あ
つ
た
。
京
師
及
　
　
癩
村
の
學
校
で
も
行
は
れ
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
渤
農
を
目
的
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
び
直
隷
の
府
州
縣
で
は
、
毎
年
正
月
及
び
十
月
の
爾
回
に
、
學
校
に
　
　
五
十
戸
を
以
て
一
祉
な
る
行
政
箪
位
を
つ
く
る
こ
と
は
、
ガ
朝
の
時

　
　
於
い
て
有
司
及
び
學
官
が
士
大
夫
の
老
者
を
牽
ゐ
て
行
ひ
、
そ
れ
以
　
　
か
ら
行
は
れ
た
が
、
と
れ
が
明
朝
に
綴
承
さ
れ
、
里
甲
制
が
新
に
施

　
　
外
の
各
省
の
府
州
縣
で
も
亦
、
こ
れ
に
倣
つ
て
行
つ
た
。
そ
の
民
間
　
　
か
れ
て
も
、
祉
は
別
に
地
縁
團
体
止
し
て
存
綾
し
た
。
こ
の
各
杜
に
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
の
里
肚
に
於
い
て
は
、
四
季
に
百
家
を
以
て
一
會
を
つ
く
り
、
糧
長
　
　
沸
武
八
年
（
＝
二
七
五
）
正
月
か
ら
計
　
學
が
設
け
ら
れ
て
民
間
の
子

　
　
或
は
里
長
が
主
催
者
と
な
つ
て
、
百
家
内
の
最
年
長
者
を
正
賓
と
し
、
　
弟
を
教
育
す
る
て
と
に
な
つ
た
が
、
こ
の
學
校
の
修
身
訓
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
他
は
年
齢
の
順
で
座
を
與
へ
、
前
科
者
は
末
席
に
置
い
て
か
ら
宴
を
　
　
洪
武
二
十
年
（
＝
二
八
七
）
閏
六
月
に
は
太
組
自
か
ら
大
諾
三
編
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
崩

　
　
開
き
、
律
令
を
護
ん
で
出
席
者
の
心
構
へ
を
薪
に
す
る
の
で
あ
つ
た
。
　
製
し
て
頒
布
し
、
律
令
と
共
に
調
讃
せ
し
め
る
や
う
に
し
た
。
　
　
　
2
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實
録
の
こ
の
所
に
あ
る
臣
下
の
上
奏
に
も
、
「
此
の
ご
と
く
す
れ
ば
・
　
　
　
こ
の
學
校
の
修
身
訓
大
諾
三
編
の
外
に
、
太
組
は
又
一
般
人
の
修
　
　
【

　
　
　
へ

　
　
　
　
　
い
ま
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
衆
は
皆
警
め
る
所
を
知
つ
て
、
法
を
犯
さ
す
」
と
述
べ
て
ゐ
る
如
く
、
　
身
教
化
の
掟
を
つ
く
つ
て
洪
武
三
十
一
年
（
＝
二
九
八
）
三
月
に
頒

　
　
秩
序
維
持
・
犯
罪
防
止
の
目
的
手
段
と
し
て
、
明
朝
で
は
こ
の
禮
を
　
　
布
し
た
。
こ
れ
が
教
民
榜
文
と
構
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
全
文

　
　
行
つ
た
。
周
禮
で
も
属
民
讃
法
の
こ
と
は
、
黛
（
五
百
家
）
だ
け
の
　
　
四
十
一
ヶ
条
か
ら
成
つ
て
ゐ
た
。
禮
部
志
稿
巻
九
十
八
に
見
え
る
黄

　
　
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
上
の
州
（
二
千
五
百
家
）
で
も
、
又
そ
の
下
　
　
俊
の
「
孝
慈
録
を
頒
つ
て
講
讃
せ
し
め
ん
こ
と
を
請
ふ
」
の
上
言
に

　
　
の
族
（
百
家
）
で
も
催
さ
れ
る
行
事
と
し
て
ゐ
る
が
、
明
の
郷
飲
酒
　
　
゜
も
、
「
我
が
聖
祀
は
、
教
民
榜
文
を
つ
く
つ
て
天
下
の
閥
里
に
頒
布

　
　
の
禮
も
亦
、
府
州
縣
と
そ
の
下
の
里
肚
と
で
別
々
に
行
ふ
こ
と
に
な
　
　
し
、
大
諾
三
編
を
御
製
し
て
天
下
の
學
校
に
頒
布
せ
り
。
蓋
し
即
ち

　
　
つ
て
ゐ
た
。
爪
何
ほ
明
で
は
、
初
め
は
律
令
の
み
を
讃
む
の
で
あ
つ
た
　
　
周
官
の
所
謂
る
政
令
教
治
の
法
な
り
」
と
あ
る
は
、
爾
者
の
講
護
暦

ら
3
2
@
が
、
大
詰
三
編
が
出
來
て
か
ら
は
、
こ
れ
も
併
せ
て
護
む
や
う
に
な
　
　
の
匠
別
を
明
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
而
も
こ
の
教
民
榜
丈
の
中
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
唾
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’



2
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@
祉
學
や
榔
飲
酒
の
禮
の
組
織
や
方
法
を
定
め
て
あ
る
外
に
、
里
甲
老
　
　
つ
け
た
大
鈴
で
あ
つ
て
、
既
に
周
禮
の
小
宰
の
職
や
、
儒
古
文
術
書

3　
　
人
と
木
鐸
老
人
の
制
度
も
見
え
て
ゐ
る
。
し
か
し
爾
老
人
共
に
こ
の
　
　
ゐ
胤
征
篇
や
、
漢
書
の
食
貨
志
な
ど
に
見
え
、
薪
令
を
宣
布
し
た
り
、

　
　
時
を
以
て
初
め
て
設
け
ら
れ
た
の
で
は
な
く
，
前
々
か
ら
既
に
設
け
　
　
民
情
を
覗
察
す
る
時
な
ど
に
、
こ
れ
を
行
人
が
振
り
鳴
し
て
民
間
に

　
　
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
を
、
こ
の
掟
の
中
に
ま
と
め
入
れ
た
に
過
ぎ
な
い
　
　
入
つ
て
そ
れ
を
な
し
た
と
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
明
代
に
於
い
て
も
、

　
　
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
里
内
の
老
人
か
、
残
疾
者
か
、
或
は
瞥
者
が
、
．
毎
月
六
図
、
木
鐸
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヱ

　
　
　
里
甲
老
人
の
制
度
は
ガ
祀
洪
武
二
十
七
年
（
コ
ニ
九
四
）
三
月
壬
　
　
な
ら
し
て
太
組
が
製
し
た
六
鍮
で
あ
る
「
孝
順
父
母
一
、
奪
昌
敬
長
上
一
、

　
　
午
に
確
立
し
、
民
間
の
老
人
で
有
徳
公
正
な
る
者
を
選
ん
で
里
甲
内
　
　
　
和
“
睦
郷
里
一
、
藪
昌
訓
子
孫
一
、
各
安
昌
生
理
一
、
母
・
作
盈
非
爲
鴫
、
」
を
唱
へ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
の
小
さ
い
訴
訟
事
件
を
裁
か
し
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
三
十
年
九
　
　
が
ら
、
里
内
を
巡
る
の
で
あ
つ
た
。

　
　
月
辛
亥
か
ら
は
、
鋤
農
や
相
亙
扶
助
、
の
世
話
ま
で
も
さ
せ
る
や
う
に
　
　
　
以
上
が
明
初
の
太
耐
時
代
に
設
け
ら
れ
た
郷
村
に
於
け
る
教
化
防
　
h

　
　
な
つ
た
。
こ
の
老
人
が
裁
判
を
な
す
所
は
、
里
甲
内
に
建
て
ら
れ
て
　
　
犯
機
關
の
全
体
で
あ
る
。
從
つ
て
六
論
も
太
組
が
敏
化
防
犯
の
目
的
　
3
0

　
　
ゐ
飾
明
亭
で
あ
つ
て
・
あ
亭
に
は
教
民
難
な
ど
の
嚢
規
が
で
作
つ
た
聖
訓
福
な
ら
な
い
・
　
　
甲
　
　
　
『

　
　
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
た
外
に
、
犯
罪
者
の
性
名
も
掲
示
し
て
あ
つ
て
、
専
　
　
　
註

　
　
ら
難
の
た
め
の
享
で
あ
つ
た
・
こ
れ
に
封
し
て
施
善
亭
な
建
物
、
φ
・
、
の
書
の
史
料
的
橿
に
つ
い
て
は
、
史
埜
ノ
一
緩
内
覇
南
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
生
が
詳
述
さ
れ
て
ゐ
る
。

　
　
も
あ
つ
て
、
こ
こ
は
専
ら
善
政
者
善
行
者
を
表
控
し
て
、
善
を
す
エ
　
　
　
②
屡
民
讃
法
や
飲
酒
正
序
の
こ
と
は
・
周
禮
地
官
司
徒
篇
の
州
長
・
蕪
正
・

　
　
め
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
ゐ
た
。
東
洋
史
研
究
第
十
噌
巻
第
五
・
六
　
　
　
　
族
師
の
各
職
掌
に
見
え
て
ゐ
る
。
今
左
に
そ
れ
を
褐
げ
よ
う
。

　
　
號
所
載
小
畑
龍
雄
氏
の
「
明
代
郷
村
の
教
化
と
裁
判
」
は
、
こ
の
申
　
　
　
　
　
a
　
州
長
各
掌
其
州
之
教
治
政
令
之
法
、
正
月
之
士
口
、
各
屡
其
州
之
民

盟
善
肇
の
組
犠
聾
ど
を
麟
た
も
の
で
あ
る
．
，
　
難
駕
講
無
羅
編
蟻
鰭
饗
転
、

　
　
　
里
甲
老
人
が
出
來
て
か
ら
三
年
後
の
洪
武
三
十
年
（
＝
二
九
七
）
　
　
　
　
　
教
法
如
初
、

　
　
九
月
辛
亥
に
は
、
木
鐸
老
人
が
設
け
ら
れ
た
。
木
鐸
と
は
本
の
舌
を
　
　
　
　
　
b
　
黛
正
各
掌
其
黛
之
政
令
教
治
、
及
四
時
之
孟
月
吉
日
、
則
薦
民
而



　
　
　
　
　
　
讃
邦
法
、
以
糾
戒
之
ヤ
春
款
祭
榮
、
亦
如
之
、
．
國
索
鬼
紳
而
祭
祀
、
　
　
　
　
　
そ
れ
を
明
太
祀
の
作
た
る
を
明
に
し
海
の
は
白
鳥
博
士
還
暦
記
念
東
洋

　
　
　
　
　
　
則
似
禮
厨
民
、
而
飲
酒
干
序
、
以
正
歯
位
、
（
中
略
）
正
歳
矯
民
讃
法
、
　
　
　
　
史
論
叢
所
載
の
和
田
清
博
士
論
文
「
明
太
祀
の
教
育
勅
語
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
而
書
其
徳
行
道
藝
、
以
歳
時
泡
校
比
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
c
　
族
師
各
掌
其
族
之
戒
令
政
事
、
月
吉
則
圃
民
而
讃
邦
法
、
昏
其
孝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
　
　
　
弟
睦
媚
有
學
者
、
春
秋
祭
醐
、
亦
如
之
、

　
　
　
③
元
の
肚
制
に
つ
い
て
は
・
元
史
巻
九
＋
三
食
貨
志
や
・
元
典
章
巻
二
＋
　
　
　
　
　
　
、
三
　
防
魂
教
化
潴
機
關
の
弛
慶

　
　
　
　
　
三
を
始
め
と
し
て
同
書
に
は
、
他
の
巻
に
も
多
く
見
え
て
ゐ
る
。

　
　
　
④
太
帆
洪
武
實
録
巻
九
＋
六
・
禮
部
志
稿
巻
二
＋
四
。
　
　
　
　
°
　
　
　
　
太
租
が
設
け
た
か
か
る
諸
制
度
も
、
太
阻
そ
の
人
の
時
か
ら
既
に

　
　
　
⑤
洪
武
實
録
巻
百
八
＋
二
、
禮
部
志
稿
巻
一
及
び
巻
二
＋
四
。
　
　
．
　
　
　
弛
慶
が
ち
で
あ
つ
た
。
朱
國
禎
の
皇
明
大
訓
巻
九
（
呂
本
の
太
姐
寳

　
　
　
⑥
教
民
榜
文
は
皇
明
制
書
巷
九
に
洪
武
三
＋
輔
年
三
月
に
爽
布
さ
れ
た
と
　
監
訓
巻
四
）
に
は
｝

　
　
　
　
　
蓮
ぺ
て
ゐ
る
。
し
か
し
そ
の
前
身
と
も
言
ふ
べ
き
教
民
榜
や
老
人
手
榜
　
　
礼

　
　
　
一
と
稻
す
る
も
の
が
既
に
あ
つ
た
こ
と
は
・
東
洋
史
研
究
第
＋
一
巻
第
五
・
　
　
洪
武
二
十
三
年
十
一
月
己
丑
朔
、
入
の
上
書
し
て
善
悪
を
申
明
し
、
　
「

　
　
　
　
　
六
號
所
載
小
畑
龍
雄
氏
論
文
「
明
代
郷
村
の
教
化
と
裁
判
」
に
述
べ
ら
　
　
　
天
下
を
渤
懲
せ
ん
こ
と
を
言
ふ
有
り
。
上
（
太
組
）
は
こ
れ
を
覧
　
3
1
一

　
　
@
⑦
獣
籍
言
三
＋
二
゜
　
　
　
．
　
て
篠
一
示
し
て
賢
董
好
み
悪
を
悪
葭
人
の
篤
免

　
　
　
⑧
洪
武
實
録
巻
二
百
五
＋
五
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
。
彼
の
上
書
す
る
者
の
言
は
、
こ
れ
亦
政
を
な
す
の
道
を
知
れ

　
　
　
⑨
禮
部
志
稿
巻
六
十
六
榜
令
の
項
を
見
ら
れ
た
し
。
省
ほ
雨
亭
も
里
甲
老
　
　
　
る
な
り
。
そ
れ
善
を
施
さ
ば
善
人
は
渤
み
、
悪
を
懲
さ
ば
悪
人
は

　
　
　
　
　
人
制
度
確
立
以
前
か
ら
既
に
設
け
ら
れ
’
て
ゐ
た
。
前
記
小
畑
龍
雄
氏
　
　
一
　
や
ま
ん
。
験
は
さ
き
に
天
下
を
し
て
申
明
・
雄
善
亭
を
立
て
し
め

　
　
　
　
　
「
明
代
郷
村
の
教
化
と
裁
判
」
に
よ
れ
ば
、
建
國
當
初
か
ら
あ
つ
た
や
う
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
で
あ
る
・
又
律
令
を
亭
傳
に
掲
げ
て
衆
に
知
ら
し
め
る
㍍
と
は
・
．
晋
な
　
　
　
凌
る
は
、
正
に
こ
れ
が
た
め
な
り
。
数
年
以
來
、
有
司
は
奉
行
を

　
　
　
　
　
ど
で
も
行
は
れ
た
。
賓
治
通
鑑
巻
七
＋
九
、
晋
武
帝
泰
始
四
年
正
月
の
　
　
　
謹
ま
す
し
て
、
慶
弛
し
て
甚
し
く
渤
懲
の
意
を
失
は
し
む
る
を
致

　
　 @
⑩
欝
鞍
聾
ギ
皇
明
制
甕
、
大
學
街
藩
笑
゜
・
す
．
含
暑
は
深
く
験
の
心
に
合
せ
り
．
芒
く
再
び
申
明
し

　
　
　
⑪
こ
の
明
太
組
の
六
諭
は
・
我
が
國
で
は
六
論
衛
義
の
和
解
を
な
し
気
室
　
　
　
て
、
．
天
下
を
し
て
遵
守
せ
し
め
よ
。

　
3
2
@
　
　
鳩
稟
以
來
、
清
朝
の
順
治
帝
か
或
は
康
煕
帝
の
作
と
思
惟
さ
れ
て
ゐ
た
。
　
と
言
へ
る
は
、
太
祖
自
か
ら
が
弛
慶
の
事
實
を
認
め
て
ゐ
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、



器
　
る
。
こ
の
や
う
に
初
め
か
ら
、
具
文
的
傾
向
が
あ
つ
た
か
ら
、
太
組
　
　
と
な
ど
を
請
う
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
つ
て
見
る
に
、
恵
帝
の
建
文

3
　
　
以
後
は
省
更
弛
慶
し
が
ち
で
あ
つ
て
、
時
に
は
爲
政
者
が
気
づ
い
て
　
　
年
間
（
＝
二
九
九
－
一
四
〇
二
）
に
は
、
悉
く
慶
れ
去
つ
た
も
，
の
を
、

　
　
復
活
振
興
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
も
一
時
的
で
長
く
は
績
か
な
　
　
’
成
組
に
な
つ
て
悉
く
復
活
せ
し
め
た
や
う
で
あ
る
。
し
が
し
こ
れ
も

　
　
か
つ
た
。
禮
部
志
稿
巻
二
、
蓮
制
之
訓
に
は
第
三
代
成
組
が
永
樂
元
　
　
　
一
時
的
で
あ
つ
た
ら
し
く
、
第
五
代
宣
宗
の
宣
徳
實
録
巻
八
十
六
、

　
　
年
（
一
四
〇
三
）
二
月
丁
未
に
、
禮
部
の
諸
臣
に
下
し
た
こ
れ
に
つ
　
　
宣
徳
七
年
（
一
四
三
二
）
正
月
乙
酉
の
條
に
あ
る
陳
西
按
察
愈
事
の

　
　
い
て
の
論
告
が
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
に
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
林
時
の
上
言
に
は
、
洪
武
年
間
に
天
下
の
邑
里
に
設
け
ら
れ
た
申

　
　
　
太
組
高
皇
帝
は
親
し
く
大
詰
三
編
を
製
し
て
人
を
し
て
趨
吉
避
凶
　
　
明
・
雄
善
の
二
亭
は
、
今
は
多
く
穀
慶
し
、
叉
民
間
の
小
事
件
小
犯

　
　
　
の
道
を
知
ら
し
め
し
が
、
頒
行
歳
久
し
く
し
て
、
民
間
に
て
は
因
　
　
罪
も
、
老
人
達
の
裁
き
を
う
け
な
い
で
上
司
に
越
訴
す
る
有
様
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
じ

　
　
　
循
慶
弛
せ
ん
こ
と
を
慮
る
。
爾
宜
し
く
申
明
す
べ
し
。
よ
つ
て
天
　
　
る
と
述
べ
て
居
り
、
次
の
第
六
代
英
宗
の
時
に
も
、
禮
部
志
稿
巻
六

軸

　
下
を
し
て
諦
護
せ
し
め
、
郷
飲
に
は
講
解
す
る
こ
と
奮
の
ご
と
く
　
　
十
六
、
振
飾
申
明
雄
善
亭
の
條
に
は
湘
正
統
三
年
（
一
四
三
八
）
に
　
認

　
な
ら
し
め
ん
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
廣
西
町
主
事
の
張
清
ら
の
上
言
と
し
て
、
廣
西
方
面
で
も
爾
亭
が
全
　
　
～

と
あ
つ
て
、
成
組
の
鄙
位
當
初
に
大
諾
三
編
の
諦
讃
が
行
は
れ
て
ゐ
　
　
・
く
荒
塵
し
て
ゐ
た
と
傳
へ
て
ゐ
る
。
又
木
鐸
老
人
に
つ
い
て
も
英
宗

な
か
つ
た
こ
と
を
傳
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
成
組
永
樂
實
録
巻
十
二
　
　
の
正
統
實
録
巻
一
百
一
、
正
統
八
年
（
｝
四
四
三
）
二
月
乙
卯
の
條

下
、
洪
武
三
十
五
年
（
恵
帝
建
文
四
年
・
一
四
〇
二
）
九
月
乙
未
の
　
　
に
あ
る
通
州
の
知
事
魏
復
の
上
言
に
は
、
こ
の
頃
全
く
行
は
れ
て
ゐ

條
に
な
、
成
組
が
木
鐸
老
人
の
制
度
を
復
活
し
た
る
を
傳
ぺ
、
永
樂
　
　
な
い
と
述
べ
て
居
り
、
或
は
第
十
一
代
世
宗
の
嘉
靖
実
録
巻
八
十
三
、

實
録
巻
三
十
三
、
永
…
樂
三
年
（
U
四
〇
五
）
三
月
丁
丑
の
條
に
あ
る
　
　
嘉
靖
六
年
（
一
五
二
七
）
十
二
月
戊
申
の
條
に
あ
る
虐
事
雷
翰
の
上

洪
堪
の
上
言
に
は
、
里
甲
内
の
小
事
件
小
犯
罪
は
、
洪
武
年
間
の
教
　
　
二
言
に
は
、
こ
の
頃
で
は
學
校
の
生
員
も
民
間
の
子
弟
も
皆
、
大
諾
．
・

民
榜
文
に
よ
つ
て
里
甲
老
人
が
里
長
と
共
に
裁
判
す
べ
き
こ
と
と
、
　
　
律
令
・
教
民
榜
文
を
讃
ま
な
い
と
述
べ
て
ゐ
る
。

麹
飲
酒
の
禮
は
時
に
行
つ
て
大
詰
及
び
律
令
を
講
護
せ
し
む
べ
き
こ
　
　
　
以
上
は
防
犯
教
化
制
農
實
施
の
實
欺
で
あ
る
が
、
形
式
上
で
は
申



9

明
亭
や
雄
善
亭
は
地
方
に
よ
つ
て
は
矢
張
り
嚴
然
と
し
て
存
在
し
て
　
　
　
②
嘉
靖
＋
四
年
に
編
纂
の
山
海
關
志
巻
五
に
は
、
「
木
鐸
老
人
、
八
名
、
．

　
　
　
　
　

居
り
、
乳
木
鐸
老
人
制
も
實
施
さ
れ
て
ゐ
た
。
た
だ
こ
れ
等
は
實
の
，
　
び
　
　
嘉
靖
寸
四
年
主
事
葛
公
立
」
と
あ
つ
て
か
嘉
靖
＋
四
年
（
一
五
三
五
）

無
き
も
の
、
勇
的
の
も
の
藩
ぎ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
．
元
來
、
　
総
稀
難
観
灘
雛
騰
議
創
讐
嫉

里
甲
老
人
は
顧
炎
武
の
天
下
郡
鼠
利
病
書
巻
八
十
七
、
漸
江
の
永
康

縣
の
條
に
「
本
は
役
に
非
す
し
て
・
人
が
役
を
以
て
覗
る
も
の
に
老
　
，
　
’
四
萬
暦
の
更
張
と
六
論
の
行
方
「

入
あ
り
」
と
あ
る
如
く
、
こ
れ
は
邑
里
の
義
務
的
な
職
役
で
は
な
く
、
　
　
以
上
の
如
き
弛
塵
の
歌
態
で
、
第
十
三
代
陣
宗
が
印
位
し
て
萬
暦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

從
つ
て
必
す
引
受
く
べ
き
該
當
者
が
常
に
明
か
に
さ
れ
て
ゐ
た
諜
で
　
　
の
世
と
な
つ
た
。
當
時
の
詳
細
な
歌
況
は
、
こ
の
頃
の
人
で
あ
る
融

は
な
か
つ
た
。
強
制
的
に
命
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
自
由
意
志
に
　
　
坤
の
實
政
録
巻
五
郷
甲
約
や
、
萬
暦
實
録
巻
二
百
三
及
び
禮
部
志
稿

よ
る
も
の
で
あ
つ
た
。
故
に
天
下
郡
國
利
病
圭
日
は
こ
の
所
で
．
後
、
　
喬
＋
五
覧
え
る
萬
暦
＋
六
年
（
蓋
八
八
）
九
月
頃
に
な
さ
れ
一

所
在
人
に
非
ざ
る
に
因
つ
て
、
有
司
は
既
に
輕
が
る
し
く
こ
れ
を
遇
　
　
た
禮
部
尚
書
の
沈
鯉
ら
の
十
四
ケ
條
の
上
疏
で
明
か
に
さ
れ
て
ゐ
る
。
3
3

す
。
こ
こ
に
於
い
て
書
老
の
有
徳
者
は
、
多
く
避
け
て
な
る
を
肯
ぜ
　
　
悉
く
の
防
犯
教
化
の
機
關
は
殆
ん
ど
慶
れ
去
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
　
隔

す
」
と
論
じ
て
ゐ
る
如
く
、
適
任
者
が
あ
つ
て
も
強
制
的
な
も
の
で
　
　
こ
れ
に
代
る
も
の
と
し
て
、
地
方
に
よ
つ
て
は
、
民
衆
の
手
に
よ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
い
か
ら
、
就
任
を
肯
ぜ
す
、
不
適
任
な
も
の
が
勢
ぴ
な
る
や
う
に
　
　
て
自
治
的
に
造
り
上
げ
ら
れ
た
婦
約
が
既
に
實
施
さ
れ
て
ゐ
た
。

な
る
の
で
あ
つ
た
。
か
か
る
理
由
か
ら
し
て
も
、
運
螢
が
宜
し
き
を
，
，
　
沈
鯉
ら
の
な
せ
る
上
疏
は
、
政
府
と
し
て
は
こ
の
郷
約
を
善
導
す

得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
る
と
共
に
、
學
校
を
興
し
、
郷
飲
酒
の
禮
を
効
果
的
な
も
の
と
し
、
「

　
註
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
木
鐸
老
人
遂
復
活
せ
よ
と
請
う
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
朝
廷

　
④
例
へ
ば
嘉
靖
四
±
一
一
年
に
編
纂
さ
れ
た
南
寧
府
志
巻
二
に
は
、
管
下
の
　
　
で
は
・
實
録
に
よ
る
と
「
上
（
神
宗
）
は
依
つ
て
議
し
て
行
ふ
」
と

　
　
各
府
縣
治
に
申
明
施
善
の
雨
亭
が
あ
つ
た
こ
と
を
傳
へ
て
居
り
、
そ
の
．

　
　
後
で
あ
る
萬
暦
±
一
一
年
に
作
ら
れ
た
開
封
府
志
巻
八
に
も
同
檬
に
管
下
　
　
あ
る
か
ら
、
と
の
上
疏
を
納
れ
て
實
行
に
う
つ
し
た
の
で
あ
る
。
木

繊
　
　
　
の
各
縣
治
に
雨
亭
が
あ
つ
た
こ
と
を
傳
へ
て
ゐ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
鐸
老
人
に
つ
い
て
の
上
疏
の
内
容
は
、



3
0
@
　
聖
訓
六
言
は
、
民
俗
を
勧
化
す
る
も
の
に
し
て
、
．
木
鐸
を
設
け
て
　
　
　
よ
つ
て
約
長
を
し
て
本
里
の
善
を
な
し
悪
を
な
せ
し
人
、
及
び
か

3
膚

　
　
　
道
路
に
と
な
へ
し
も
の
な
り
。
則
ち
之
を
提
揃
警
畳
す
る
所
以
の
　
　
　
つ
て
の
改
過
自
薪
・
枯
終
不
俊
の
者
を
墨
げ
て
衆
に
質
し
、
果
し

　
　
　
も
の
な
り
。
近
年
以
來
、
こ
の
墨
は
久
し
く
慶
さ
る
。
ま
さ
に
令
　
　
　
て
異
同
な
く
ん
ば
、
随
つ
て
即
ち
簿
籍
に
登
記
し
、
分
別
懲
鋤
離

　
　
　
を
行
ふ
こ
と
無
か
る
べ
け
ん
や
。
各
掌
印
官
は
奮
制
を
査
し
て
復
　
　
。
　
ん
。
も
し
果
し
て
年
高
く
有
徳
の
者
あ
ら
ば
、
或
は
施
す
に
扁
額

　
　
　
し
、
城
市
め
坊
痛
、
鰹
村
の
集
店
に
は
、
木
鐸
老
人
を
量
り
設
け
、
　
・
　
を
以
て
し
、
或
は
そ
の
雑
役
を
琵
じ
、
或
は
申
准
し
て
ま
さ
に
上
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
は

　
　
　
そ
の
差
役
を
免
じ
て
、
朝
暮
に
聖
訓
を
宣
諭
せ
し
め
ん
。
・
伏
し
て
　
　
　
司
に
も
と
め
て
冠
帯
を
給
与
し
、
身
を
榮
し
て
以
て
鼓
舞
を
示
さ

　
　
　
聖
裁
を
乞
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ん
。
伏
し
て
聖
裁
を
乞
ふ
。

　
　
と
言
ひ
、
郷
約
に
つ
い
て
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
と
述
べ
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
よ
つ
て
見
る
に
、
こ
の
纏
約
で
は
特
別
に

　
　
　
郷
約
の
設
く
る
は
、
民
を
訓
へ
る
所
以
に
し
て
、
即
ち
古
の
道
徳
　
　
郷
約
所
を
設
け
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
制
度
の
内
容
は
族
善
．
申
明
　
⇒
、

　
　
　
齊
禮
の
遺
意
な
り
。
有
司
た
る
も
の
よ
く
鼓
舞
す
る
に
術
あ
ら
ぽ
、
　
二
亭
と
里
甲
老
人
の
制
度
咋
郷
飲
酒
の
禮
制
を
加
味
し
た
も
の
で
あ
　
輿

　
　
　
民
は
未
だ
善
に
彫
め
ざ
る
者
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
宜
し
く
所
轄
⑳
　
　
つ
た
。
こ
の
や
う
な
纒
約
所
が
實
際
に
こ
の
時
よ
り
以
後
に
設
け
ゐ
　
駆

　
　
　
地
方
に
於
い
て
、
道
里
の
遠
近
を
酌
量
し
、
庵
観
亭
館
の
便
に
随
　
　
れ
た
こ
と
は
、
萬
暦
嘉
興
府
志
巻
二
に
、
嘉
善
縣
治
・
海
塩
縣
治
・

　
　
　
つ
て
郷
約
所
を
置
き
、
皇
組
の
聖
訓
・
大
明
律
例
を
以
て
簡
明
な
　
　
桐
癖
縣
治
で
は
萬
暦
二
十
七
年
に
、
亭
湖
縣
治
．
崇
徳
縣
治
で
は
萬

　
　
　
ら
し
め
て
、
そ
の
中
に
條
示
刊
布
し
、
即
ち
本
里
に
て
衆
の
推
服
　
　
暦
二
十
八
年
に
、
各
知
縣
が
こ
れ
を
建
て
て
、
集
民
讃
法
の
所
と
な

　
　
　
す
る
所
の
者
一
二
人
を
揮
ん
で
以
て
約
長
と
な
し
、
そ
れ
を
し
て
　
　
し
た
と
傳
へ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
明
か
で
あ
る
。

　
　
　
里
衆
を
督
率
し
、
勧
め
勉
め
て
善
を
な
さ
し
め
ん
。
掌
印
の
佐
武
　
　
　
翻
つ
て
「
孝
順
父
母
こ
以
下
の
聖
訓
六
言
、
印
ち
六
論
は
と
見
る

　
　
　
や
教
官
は
、
古
の
肝
階
を
巡
行
す
る
の
意
に
倣
つ
て
、
毎
月
一
次
、
　
に
、
こ
れ
は
本
來
は
木
鐸
老
人
が
唱
へ
る
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
萬
暦

　
　
　
各
所
に
分
投
し
、
衆
を
集
め
て
す
製
み
来
ら
ば
、
聖
訓
律
例
を
賠
　
　
　
の
こ
の
場
合
に
も
木
鐸
老
人
が
唱
へ
る
の
は
當
然
で
あ
ら
う
が
、
郷

　
　
　
講
せ
し
め
て
各
々
を
し
て
家
喩
り
戸
曉
ら
し
め
ん
。
講
し
畢
ら
ば
、
　
約
に
於
い
て
も
上
記
の
上
疏
申
に
あ
る
如
く
、
こ
の
六
隷
が
重
ん
ぜ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
ラ

　
　
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
て
ゐ
た
。
而
も
こ
の
頃
、
六
諭
は
亦
、
碑
に
も
　
　
　
至
つ
て
重
け
れ
ば
な
り
。
近
來
設
け
る
所
は
家
契
た
り
。
部
ち
談

　
　
刻
さ
れ
て
國
内
に
廣
く
建
て
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
の
や
う
で
あ
る
。
そ
　
　
　
く
る
も
、
亦
未
だ
遍
く
郷
村
に
は
及
ぶ
能
は
す
。
（
中
略
）
然
り
と

　
　
れ
は
萬
暦
實
録
巻
一
百
八
十
八
、
萬
暦
十
五
年
（
一
五
八
七
）
七
月
　
　
　
錐
も
、
六
諭
の
講
、
木
鐸
の
設
は
、
皆
當
事
者
の
任
な
り
。
余
が

　
　
辛
亥
の
條
に
あ
る
懸
檜
の
疏
論
中
に
「
大
明
律
、
大
明
會
曲
ハ
、
及
び
　
　
　
言
ふ
可
き
所
の
も
の
に
非
す
。
余
は
窮
綿
僻
壌
の
長
幼
男
婦
が
、

　
　
塾
騨
飾
職
」
な
る
語
が
見
え
、
又
前
記
萬
暦
十
六
年
に
な
さ
れ
た
沈
　
　
　
寛
に
こ
れ
等
の
紀
綱
法
度
の
あ
る
を
知
ら
ざ
る
を
恐
れ
、
余
は
急

　
　
鯉
ら
の
疏
言
中
の
提
調
を
督
す
る
の
｝
條
に
も
「
學
校
を
作
興
す
る
　
　
　
に
六
鍮
術
義
を
編
該
せ
ん
こ
と
を
思
ふ
。
云
云
。

　
　
に
至
つ
て
は
・
則
ち
勅
論
臨
俸
の
事
理
を
遵
照
し
、
云
云
」
の
語
が
　
　
と
あ
つ
て
、
萬
暦
十
六
年
の
沈
鯉
ら
の
上
疏
に
よ
つ
て
復
活
更
張
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
あ
る
。
こ
の
臥
碑
と
ぼ
清
朝
の
世
組
實
録
巻
六
十
三
、
順
治
九
年
　
　
れ
た
木
鐸
老
人
や
郷
約
な
ど
の
防
犯
教
化
の
諸
機
關
は
、
又
も
や
明

　
　
（
＝
ハ
五
二
）
二
月
震
の
條
に
あ
る
昂
論
親
奮
八
嚢
ぴ
末
に
は
共
傷
れ
甕
て
ゐ
た
と
云
ふ
。
あ
慧
の
ま
ま
で
明
朝
一

　
　
直
隷
の
各
省
に
頒
行
す
」
と
あ
る
そ
の
六
鍮
臥
碑
に
他
な
ら
ぬ
も
の
　
　
は
終
つ
て
清
朝
の
時
代
に
入
る
の
で
あ
つ
た
。
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
3
5

」
で
あ
ら
う
・
よ
つ
て
從
來
の
定
読
で
あ
る
六
鍮
臥
婆
は
覇
の
世
、
清
初
に
於
い
て
も
、
睨
の
太
組
が
制
定
し
た
六
諭
は
、
特
笹
組
「

　
　
阻
順
治
帝
の
創
製
で
あ
る
と
す
る
読
は
、
當
ら
な
い
も
の
の
や
う
で
　
　
順
治
帝
、
聖
阻
康
煕
帝
の
重
ん
す
る
所
と
な
つ
て
、
そ
の
頒
布
普
及
’
一
ト

　
　
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
力
を
致
し
、
又
苑
鉄
の
六
諭
術
義
も
世
の
人
々
に
廣
く
護
ま
れ
る

　
　
　
以
上
の
如
ぐ
に
し
て
萬
暦
十
五
、
六
年
頃
に
は
、
六
鍮
は
郷
約
で
　
　
や
う
に
な
つ
て
、
我
が
画
へ
も
琉
球
を
経
て
八
代
將
軍
吉
宗
の
時
に

　
　
も
、
木
鐸
老
人
で
も
、
又
臥
碑
で
も
、
各
傳
承
強
調
さ
れ
た
も
の
で
　
　
傳
來
し
た
。
吉
宗
は
六
諭
行
義
の
和
訓
を
荻
生
祖
徐
に
作
ら
し
め
、

　
　
あ
つ
た
。
こ
れ
ら
は
明
末
に
近
い
頃
の
有
様
で
あ
る
が
、
明
末
の
人
　
　
又
こ
れ
が
和
解
を
室
鳩
巣
に
作
ら
し
め
て
、
弘
く
民
間
に
普
及
す
る

　
　
と
思
は
れ
る
六
鍮
術
義
の
著
者
、
萢
鉄
の
該
書
の
序
交
に
は
、
　
　
　
　
や
う
に
努
め
た
。
そ
の
結
果
は
國
内
の
阪
々
に
ま
で
行
き
互
り
、
爾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
ね

　
　
　
（
前
略
）
　
向
に
は
（
六
論
が
）
能
く
遽
阪
に
遍
か
り
し
は
、
老
人
　
　
後
各
地
で
上
梓
さ
轟
て
そ
の
版
本
の
種
類
も
霧
し
い
敷
に
上
つ
て
ゐ

謝
　
　
・
あ
つ
て
閻
里
に
木
鐸
た
り
、
纒
約
の
長
を
設
立
す
る
所
以
は
、
任
　
　
る
。
出
版
の
最
後
の
香
の
は
明
治
四
十
五
年
（
唄
九
一
二
）
四
月
、



説
　
宮
城
縣
白
石
町
菊
池
寅
壱
氏
に
よ
つ
て
嚢
行
さ
れ
た
重
版
白
石
本
六
　
　
　
③
切
国
男
ρ
日
に
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
故
臣
§
a
9
碧
9
。
自
霧
氏
が
西

　
　
楡
術
義
大
意
で
あ
ら
う
。
爾
ほ
こ
れ
等
の
こ
と
は
、
白
鳥
博
士
還
暦
　
　
　
　
　
安
碑
林
中
に
獲
見
し
た
萬
暦
＋
五
年
十
月
の
日
附
の
あ
る
陳
西
茶
馬
御
－

記
念
東
洋
史
嚢
所
牧
の
和
田
徳
士
塗
「
明
の
太
組
の
警
勅
　
∴
耀
の
建
て
た
嚢
論
圖
解
は
、
．
、
の
山
ハ
論
臥
碑
の
覆
で
は
な
か

　
　
語
に
就
い
て
」
や
、
東
恩
納
寛
惇
氏
著
六
論
術
義
傳
（
昭
和
十
八
年
　
　
　
④
東
恩
納
氏
が
そ
の
著
六
論
衝
義
傳
の
頁
囲
○
に
於
い
て
・
明
末
に
木
鐸

　
　
文
｝
路
祉
嚢
行
）
に
も
論
述
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
れ
等
の
一
讃
を
　
　
　
　
　
老
人
の
制
が
樹
ほ
存
し
て
ゐ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
述
べ
ら
れ
て
ゐ

望
む
秦
で
あ
る
。
　
　
　
　
・
，
　
緩
墾
襟
に
こ
の
萬
暦
に
復
活
蕊
た
木
鐸
老
人
に
婁

　
　
@
こ
れ
を
要
す
る
に
、
明
の
蓋
に
よ
つ
て
創
警
れ
た
六
鍮
は
、
　
’
．
　
　
　
招
和
二
＋
六
年
六
月
ノ
＋
九
日
稿
了

　
　
明
嚇
代
の
間
は
そ
の
宣
唱
は
弛
屡
が
ち
で
あ
つ
た
が
、
明
末
の
神
宗
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
二
＋
六
年
＋
一
月
二
＋
九
日
補
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
萬
暦
時
代
に
、
上
叙
の
如
く
、
種
々
な
形
で
復
興
更
張
さ
れ
て
、
そ
　
　
　
　
　
　
　
＼
　
　
　
　
　
　
昭
和
二
＋
七
年
＋
月
・
七
　
日
再
訂

　
　

ﾌ
影
響
は
萢
鍵
ど
に
及
ん
で
六
論
箋
の
著
と
な
り
・
清
初
の
盛
「
　
　
－
　
　
　
　
　
’
、
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
況
を
見
る
に
至
り
、
こ
れ
が
更
に
琉
球
に
傳
つ
て
途
に
我
が
國
に
入
　
・
　
　
附
記
本
稿
は
初
め
「
明
代
の
防
犯
教
化
機
關
κ
っ
。
い
て
」
と
題
し
て
嚢
　
一

つ
て
、
誕
生
地
の
中
國
以
上
に
盛
ん
に
行
は
れ
る
や
乏
な
つ
た
の
　
菱
雛
勧
藤
繕
畿
論
撫
霧
攣

　
　
で
あ
る
。
以
上
の
明
初
か
ら
我
が
國
ま
で
の
傅
承
の
間
に
ほ
、
萬
暦
　
　
　
，
　
て
置
い
た
・
然
る
に
そ
れ
と
類
似
の
題
名
の
小
畑
龍
雄
玲
の
論
文
が
本

　
　
の
復
興
更
張
と
言
ふ
こ
と
が
、
大
い
に
役
立
つ
て
居
る
も
の
で
あ
ら
　
　
　
　
　
誌
に
上
記
の
如
く
爽
表
さ
れ
た
の
で
、
こ
こ
に
論
題
を
本
稿
の
如
く
に

　
　
ケ
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
改
め
る
と
共
に
、
内
容
も
若
干
改
め
て
、
今
回
爽
表
す
る
こ
と
と
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
“
　
　
　
　
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
　
、
註

　
　
　
①
こ
の
郷
甲
約
の
一
文
は
、
和
田
清
博
士
編
支
那
地
方
自
治
装
蓮
史
の
附

　
　
　
　
録
賓
料
篇
に
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

　
　
　
②
和
田
博
士
の
前
記
論
文
及
び
編
書
を
参
願
さ
れ
た
し
。



The Tradi~ion of, the Liu-yu (~~m) of T'ai-tsu Ci:ffliD
of Ming, (00)

Shizuo Sogabe

Though Emperor T'ai-tsu ot'Ming issued the Liu-yii or Six Edicts

for the purpose of crime prevention and moral education, it cannot be.

said to have been successful, failing· to spread among the populace.

Neverthless, a commentary of it, the Liu-yii-yen-i (/\mftrf;r~), Was written

by Fan Hung (m:~) in the closing days of Ming, and the ea~ly Emprors

of Ch'ing (iW), Shun-chih (H~yil) and K'arig-hsi (B1t~) re-issued it., Further,

it was introduced into Japan. The reason the Liu-yii was revived in

the period from the end of Ming to the beginning of Ch'ing seems due

to the policy of Emperor Sh€m-tsung (1$*) of Ming, who reinforced the

older system of crime prevention and moral education about 1588 in

accordance with Shen Li (iJtB),s memorial.

....,. 2.-




